
みどり認定 を受けましょう！

環境にやさしい農業に取り組んで

みどり認定とは？
みどりの食料システム法に基づき、農林漁業者が取り組む環境負荷低減事業活動

に係る５ヵ年の計画を認定する制度です。社会的に環境意識が高まる昨今、農業分野

においても、環境への配慮が求められています。

グループ申請を活用しましょう！
みどり認定では、個人の認定のほか、農協の生産部会など、同じ品目や取組を行う生産者が

まとまって1つの計画を作成し、グループ（団体）として申請し、認定を受けることができます。

生産部会
栽培暦など、共通の栽培方法
に基づき環境負荷低減を実践

農業振興事務所

申請

認定

お気軽に
ご相談を！

◼申請にあたり準備していただく書類

• 認定申請書（住所や氏名等、申請される方の基本情報の書類）
• 計画書（環境負荷の低減に取り組む５年間の事業計画）
• その他、県で定める添付書類

環境にやさしい農業に取り組む産地として、

みどり認定をPRに活用していきましょう。

手続き方法や
申請様式は
コチラから

栃木県みどり認定HP

認定をとるメリットは？ 産地戦略にも活用を！

これまで取り組んできた技術の見直しや、

新たな技術の導入において、環境負荷低減

の視点を入れた取組を検討したり、平準化を

図ることができます。

◼設備投資の初期負担が軽くなります

◼国庫補助金の採択で優遇されます

◼資金調達できます

・環境にやさしい農業の取組を支援する事業

（みどり交付金 など）

・施設整備を支援する事業

（強い農業づくり総合支援交付金 など）

日本政策金融公庫による農業改良資金等

の貸付を有利な条件で受けられます。

環境負荷低減に必要となる設備を導入した

場合、所得税・法人税が優遇されます。

対象となる取組の詳細は裏面へ！

生産部会の
戦略を検討
してみるか…

みんなで
環境にやさしい農業を
実践していきます！



JAうつのみや苺専門部南河内支部環境負荷低減技術

お問い合わせ先

栃木県下都賀農業振興事務所 経営普及部（栃木市神田町5-20）

☎ 0282-24-1101 FAX 0282-23-6563

どんな取組が対象なの？
◼土づくりや化学肥料・農薬の使用量の削減

・土壌診断に基づく適正施肥

・有機物の施用（堆肥、緑肥等）

・病害虫防除の高度化

・有機農業

・中干し等による水田由来の

メタンガス排出抑制

・化石燃料の使用量削減

・バイオ炭の農地施用

◼温室効果ガスの排出量の削減

◼その他環境負荷低減に資する取組

・生物多様性の維持

・マイクロプラスチック対策

・GAPの取組

◼有機質資材の施用

・ 堆肥施用による土づくり（牛ふん堆肥等）

◼化学肥料の施用減少

・ 土壌診断に基づく適正施肥

・ 有機質肥料の施用

◼温室効果ガスの排出量の削減

・ ハウスにおけるウォーターカーテン設備の使用

ペレット化した堆肥 バイオ炭（もみ殻くん炭）

ハダニを捕食する天敵

◼化学農薬の施用減少

・ 天敵導入による害虫防除

・ 高濃度炭酸ガスによるハダニ防除

・ UV-b照射等による病害虫防除

・ 農薬特性一覧の活用による散布の検討


